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特
　
集

子
育
て

健
康
・
福
祉

く
ら
し

年
金
・
国
保

教
養
・
文
化

教
　
育

ス
ポ
ー
ツ

税

産
　
業

イ
ベ
ン
ト

地
域
の

ひ
ろ
ば

ト
ピ
ッ
ク
ス

健
康

お
お
た
わ
ら
塾

年
金
を
受
給
し
て
い
る

65
歳
以
上
の
方
の
特
別

徴
収
制
度
に
つ
い
て

期別および
支給月
年税額

算出方法

１期
（６月）

２期
（８月）

年税額の1/2を普通徴収 年税額の1/2を年金支給額から特別徴収
公的年金

（10月支給分）
公的年金

（12月支給分）
公的年金

（２月支給分）

15,000円 15,000円 10,000円
年税額の
1/4

年税額の
1/6

●特別徴収開始１年目の方
　公的年金所得にかかる年税額が60,000円の場合

特別徴収方法例

11,000円

仮特別徴収税額を特別徴収
年税額から仮特別徴収税額を
差し引いた額を特別徴収

４月 ６月 ８月 10月

10,000円

前年度の特別徴収額
10月以降は、年税額（63,000円）から
仮特別徴収税額（30,000円）を差し
引いた額（33,000円）を３回で徴収

年金支給月

年税額

算出方法

10,000円 10,000円

12月 ２月

11,000円11,000円

●特別徴収開始２年目以降の方
　公的年金所得にかかる年税額が63,000円の場合

10,000円 10,000円
年税額の
1/4

年税額の
1/6

年税額の
1/6

　

平
成
25
年
４
月
１
日
現
在
、

65
歳
以
上
の
方
で
、
年
金
の
所

得
に
対
し
て
市
民
税
・
県
民
税

が
課
税
さ
れ
る
場
合
、
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収
制
度（
年
金
支
給

額
か
ら
市
民
税
・
県
民
税
を
天

引
き
し
て
納
付
す
る
制
度
）に
よ

り
、
市
民
税
・
県
民
税
を
納
付

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

こ
の
制
度
は
地
方
税
法
第
３

２
１
条
７
の
２
の
規
定
に
基
づ

い
て
実
施
さ
れ
て
お
り
、
個
人

の
選
択
に
よ
る
徴
収
方
法
の
変

更
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
こ
の
制
度
は
あ
く
ま

で
も
徴
収
方
法
を
変
更
す
る
も

の
で
あ
り
、
市
民
税
・
県
民
税

の
計
算
方
法
が
変
更
に
な
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
特
別
徴
収
の
対
象
者

 

・
前
年
中
に
公
的
年
金
の
支
払

い
を
受
け
、
か
つ
４
月
１
日

に
公
的
年
金
な
ど
の
支
払
い

を
受
け
て
い
る
方

 

・
４
月
１
日
現
在
、
65
歳
以
上

の
方

 

・
遺
族
年
金
、障
害
者
年
金
以
外

の
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
支

給
年
額
が
18
万
円
以
上
の
方

 

・
市
の
行
う
介
護
保
険
の
保
険

料
が
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
天

引
き
）さ
れ
て
い
る
方

●
特
別
徴
収
の
対
象
年
金

老
齢
ま
た
は
退
職
を
支
給
事

由
と
す
る
公
的
年
金

●
特
別
徴
収
さ
れ
る
税
額

公
的
年
金
所
得
に
か
か
る
所

得
割
額
と
均
等
割
額

※

給
与
所
得
や
農
業
所
得
な
ど

の
公
的
年
金
以
外
の
所
得
が

あ
る
場
合
は
、
そ
の
分
に
か

か
る
税
額
は
除
か
れ
ま
す
。

●
税
額
な
ど
の
通
知

年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
る

金
額
は
、
送
付
さ
れ
る「
平
成

25
年
度
市
民
税
・
県
民
税
税

額
決
定
・
納
税
通
知
書
」を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

●
特
別
徴
収
の
方
法

○
特
別
徴
収
開
始
１
年
目
の
方

（
昭
和
22
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和

23
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
）

年
金
の
前
半
と
後
半
で
徴
収

方
法
が
異
な
り
ま
す
。　

  【
前
半
】年
金
に
か
か
る
年
税
額

の
半
分
の
金
額
を
２
回
に
分

け
、
６
月
、
８
月
に
普
通
徴

収（
市
役
所
ま
た
は
金
融
機
関

な
ど
で
納
付
書
に
よ
り
納
め

る
方
法
）に
よ
り
納
付
。

  【
後
半
】残
っ
た
年
税
額
を
３
回

に
分
け
、
10
月
、
12
月
、
２

月
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金

か
ら
特
別
徴
収
。

○
特
別
徴
収
２
年
目
以
降
の
方

（
昭
和
22
年
４
月
１
日
以
前
生

ま
れ
の
方
）

年
６
回
の
公
的
年
金
等
支
給

時
に
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す

が
、前
半
の
３
回
は
仮
特
別
徴

収
税
額
の
徴
収
と
な
り
ま
す
。

  【
前
半
】平
成
24
年
10
月
か
ら
翌

年
３
月
の
間
に
特
別
徴
収
で

天
引
き
さ
れ
た
額
に
相
当
す

る
額
を
３
回
に
分
け
、
４
月
、

６
月
、
８
月
に
支
給
さ
れ
る

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
。

  【
後
半
】平
成
25
年
分
年
税
額
か

ら
仮
特
別
徴
収
税
額
を
差
し

引
い
た
残
り
の
税
額
を
３
回

に
分
け
、
10
月
、
12
月
、
２

月
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金

か
ら
特
別
徴
収
。

●
年
金
特
別
徴
収
の
停
止

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収
は
停
止
と
な
り
ま
す
。

 
・
特
別
徴
収
対
象
年
金
の
給
付

を
受
け
な
く
な
っ
た
場
合　

 

・
対
象
者
が
転
出
、
死
亡
し
た

場
合

 

・
市
の
行
う
介
護
保
険
の
特
別

徴
収
被
保
険
者
で
な
く
な
っ

た
場
合

 

・
年
度
途
中
で
公
的
年
金
な
ど

に
か
か
る
所
得
か
ら
算
出
さ

れ
る
市
民
税
・
県
民
税
額
が

変
更
と
な
っ
た
場
合

※

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
停

止
さ
れ
、
市
民
税
・
県
民
税

の
未
納
額
が
生
じ
た
場
合
は

普
通
徴
収
に
切
り
替
わ
り
、

市
か
ら
納
付
書
が
送
付
さ
れ

ま
す
。
お
手
元
に
届
き
ま
し

た
納
付
書
で
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。

※

不
明
な
点
は
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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